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議 題 

 

○妊婦加算の取扱いについて 

 

○臨床検査の保険適用について 

 

○平成 31 年度 DPC 機能評価係数Ⅱの改定について 

 

○平成 31 年度診療報酬改定の改定率等について 

 

○その他 
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厚生労働省発保１２１９第１号 

平 成 30 年 12 月 19 日 

 

中央社会保険医療協議会 

会 長 田辺 国昭  殿 

 

厚生労働大臣 

根 本    匠 

 

 

 

諮 問 書 

 

（妊婦加算の取扱いについて） 

 

健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 82 条第１項、船員保険法（昭

和 14 年法律第 73 号）第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第１項

（船員保険法第 58 条第２項に規定する定めに係る部分に限る。）、国民健

康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 46 条において準用する健康保険法

第 82 条第１項並びに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第

80 号）第 71 条第１項の規定に基づき、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚

生労働省告示第 59 号）を別紙のとおり改正することについて、貴会の意

見を求めます。 

 

 

中 医 協  総 － １ 

３ ０ ． １ ２ ． １ ９ 
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別紙
診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号 （案））

改 正 案 現 行

別表第一 別表第一
医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表

［目次］ ［目次］
第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略）
第４章 経過措置等 第４章 経過措置
第１部 経過措置
第２部 算定制限

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略）
第４章 経過措置等 第４章 経過措置
第１部 経過措置 （新設）

１～９ （略） １～９ （略）
第２部 算定制限 （新設）

第１章の規定にかかわらず、区分番号
Ａ０００に掲げる初診料の注７（妊婦に

10対して初診を行った場合に限る 注。）、
及び注 、区分番号Ａ００１に掲げる11
再診料の注５（妊婦に対して再診を行っ
た場合に限る 、注 及び注 並びに。） 15 16
区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の
注８（妊婦に対して再診を行った場合に
限る 、注 及び注 に規定する加算。） 10 11
は、別に厚生労働大臣が定める日から算
定できるものとする。
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（適用期日等）
１ 平成 年１月１日より適用する。31
２ 平成 年 月 日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第30 12 31
一区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注７、注 及び注 、区分番号Ａ００１に掲げ10 11
る再診料の注５、注 及び注 並びに区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の注８、15 16
注 及び注 の規定により妊婦に対して初診又は再診を行った保険医療機関における10 11
当該患者に対する当該療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3
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＜参考＞妊婦加算の概要

1

妊婦加算
初診料の場合 （時間外／休日／深夜） 75点（200点／365点／695点） 等
再診料・外来診療料の場合（時間外／休日／深夜） 38点（135点／260点／590点） 等

• 妊婦に対して初診又は再診を行った場合に、初診料（282点）、
再診料（72点）又は外来診療料（73点）に加算。

• 医療費の窓口負担が３割の場合、妊婦加算による追加の料金
は右表のとおり。
※ 時間外・休日・深夜については、従来から設けられている時間外加算・
休日加算・深夜加算との差額が追加の料金となる。

初診 再診

診療時間内 約230円 (75点) 約110円 (38点)

診療時間外 約350円 (115点) 210円 (70点)

休日受診 約350円 (115点) 210円 (70点)

深夜受診 約650円 (215点) 510円 (170点)

点数新設の趣旨

妊婦の外来診療については、

① 胎児への影響に注意して薬を選択するなど、妊娠の継続や胎児に配慮した診療が必要であること
② 妊婦にとって頻度の高い合併症や、診断が困難な疾患を念頭に置いた診療が必要であること

などの特性があることから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、妊婦加算を新設。

※１ 医薬品が胎児へ与える影響など最新のエビデンスを収集・評価するとともに、その情報に基づいて、妊婦あるいは妊娠を希望している女性
の相談に応じる「妊娠と薬情報センター」を国立成育医療研究センターに設置（平成17年～）。

※２ 例① 一般に妊娠中に尿路感染症の頻度が高くなる。急性腎盂腎炎は、無症候性細菌尿を有する妊婦では20％と高率にみられる。

例② 虫垂炎の疑いは、産科疾患以外では、妊娠中、最も手術適応の頻度が高く、500～635妊娠につき年間約１例の頻度。妊娠中は、消化
器症状の頻度が比較的高いことや、解剖学的な変化などが原因となり、虫垂炎の診断が特に困難。

中医協 総－１参考
３０．１２．１９
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＜参考＞妊婦加算に係る議論の経緯

妊婦の方の外来診療については、

・ 通常よりも慎重な対応や胎児への配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在し
ていたことや、

・ 日本産婦人科医会・日本産科婦人科学会からの妊婦の外来診療に対する評価の新設の要望

などを踏まえ、平成30年度診療報酬改定において、妊婦に対する通常よりも丁寧な診療を評価する観点
から、「妊婦加算」を新設した。

しかし、

・ 十分な説明がないまま妊婦加算が算定された事例や、

・ コンタクトレンズの処方など、妊婦でない患者と同様の診療を行う場合に妊婦加算が算定された事例
など、

加算の趣旨に反するような事例の指摘があり、秋以降、ＳＮＳや新聞、ニュース等で頻繁に取り上げられ
るようになった。

12月４日・13日の自民党の会議や、12月６日の公明党の会議において、妊婦加算についての議論が行
われ、12月13日に

・ 妊婦の方が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な支援の検討を行うこと

・ その上で、2020年度診療報酬改定において、妊婦加算の在り方を含め検討し、見直すこと

・ それまでの間は、妊婦加算を一時停止する方向で、速やかに必要な措置を取ること

を厚生労働省に求める要望がなされた。

議論の背景・経緯

創設後の状況

与党における議論
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12 14＜参考＞妊婦加算にかかる厚生労働大臣の発言（12月14日）の要旨

12月14日の記者会見において、厚生労働大臣から、以下のような発言
があった。

・ 妊婦加算について、厚生労働大臣として、改めてこの加算の趣旨に立
ち返り、医療保険制度や診療報酬体系の中での妊婦加算の在り方につい
て考えてみました。

・ 妊婦の方がより一層安心して医療を受けられるようにするという、妊
婦加算が目指すものは依然として重要だと考えています。しかしながら、
それを実現する手段として、妊婦加算という仕組みが適当であったかど
うか、改めて考えてみる必要がある、と考えるに至りました。

・ 妊婦の方への診療に熱心に携わっていただいている医療関係者のみな
さまには申し訳ありませんが、妊婦加算については、いったん凍結する
こととし、

・ 妊婦の方に対する診療の在り方について、有識者も含めてご議論いた
だいた上で、妊婦加算の在り方について、改めて中央社会保険医療協議
会で議論してもらうこととしたいと考えております。



臨床検査の保険適用について（平成３１年１月収載予定） 

測定項目 測定方法 参考点数 頁数 

① 
Ｅ３ 

（新項目） 
膀胱がん関連遺伝子 

FISH(Fluorescence in situ 

Hybridization)法 

D006-3 Major BCR-ABL1 ２ mRNA 定量  1,200 点 

及び 

D006-5 染色体検査 注 分染法加算 397 点 

を合算した点数 1,597 点 

３ 

② 
Ｅ３ 

（改良項目） 

遊離メタネフリン・ 

遊離ノルメタネフリン分画 
ELISA 法 

D014 自己抗体検査 

注１ ２項目行った場合 320 点 
７ 

中 医 協  総 － ２ 

３０．１２．１９ 
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び保険点数（案） 

販売名 ウロビジョン DNA FISHプローブキット 

保険適用希望企業 アボットジャパン(株) 

測定項目概要及び保険点数 

留意事項案 

１. 本検査は、膀胱がん上皮内癌（CIS）と診断され、K803膀胱悪性腫瘍手術「６」

経尿道的手術を実施された患者に対して、FISH法を用いて再発の診断補助を目的として

測定した場合に経尿道的手術後２年に２回に限り算定できる。

２． 本検査は同時に膀胱鏡で膀胱がん再発の所見が認められないことを確認された患者に

対して実施した場合に算定できる。 

３． 本検査を実施した場合には、膀胱がん上皮内癌（CIS）と診断された病理所見、K803

膀胱悪性腫瘍手術「６」経尿道的手術の実施日及び過去に算定している場合にはその 

算定日について、それぞれ診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

４． 本検査と同時にN004 細胞診（１部位につき）「２」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等に

よるものを実施した場合は、主たるもののみ算定する。 

推定適用患者数 1,342人/年 

販売名 決定区分 主な使用目的 

ウロビジョン DNA FISH 

プローブキット 
Ｅ３（新項目） 

尿中細胞の3番、7番及び17番染色体の異数倍

数体、並びに9p21遺伝子座の欠失の検出 

(膀胱癌の再発の診断補助) 

測定項目 測定法 保険点数 準用保険点数 

膀胱がん関連遺伝子 

FISH(Fluorescence 

in situ 

Hybridization)法 

1,597点 

D006-3 Major BCR-ABL1 

２ mRNA定量  1,200点 

D006-5 染色体検査 

注 分染法加算 397点 
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［参考］ 

○ 企業の希望保険点数

販売名 保険点数 準用保険点数 

ウロビジョン DNA FISH 

プローブキット 
2,700点 N005 HER2遺伝子標本作製 
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要

【区 分】 Ｅ３ （新項目）

【測定項目】 膀胱がん関連遺伝子

【測定方法】 FISH (Fluorescence in situ Hybridization) 法

【測定目的】 尿中細胞の3番、7番及び17番染色体の異数倍数体、並びに

9p21遺伝子座の欠失の検出 (膀胱癌の再発の診断補助)

【検査性能】

尿細胞診と比較して、高い感度・特異度を有している。

【臨床上の位置づけ】

・膀胱鏡で再発の所見が認められない患者に対して、尿細胞診に代えて本検査を
実施することで、これまで以上に再発患者を早期に発見できることが期待される。

膀胱癌：上皮内癌
（TURBT*を実施）

再発フォローアップ
（3－6ヶ月に1回

膀胱鏡と尿細胞診
併用の検査）

再発なし：5年まで
フォローアップ継続

再発あり：根治治療

○現状：再発高リスク患者の術後フォローアップ

膀胱癌：上皮内癌
（TURBTを実施）

再発フォローアップ
（3－6ヶ月に1回

膀胱鏡と尿細胞診
併用の検査）

再発なし：5年まで
フォローアップ継続

再発あり：根治治療
ウロビジョン2回/2年まで

○検査導入後の再発高リスク患者の術後フォローアップ

*TURBT：経尿道的膀胱腫瘍切除術

（膀胱がん上皮内癌の術後患者）

5
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び保険点数（案） 

販売名 ２-MET Plasma・ELISAキット「SML」 

保険適用希望企業 セティ・メディカルラボ株式会社

○ 測定項目概要及び保険点数

留意事項案  

１． 本検査は、褐色細胞腫の鑑別診断を行った場合に１回に限り算定する。 

２． 区分番号「D008」の「41」メタネフリン、「43」メタネフリン・ノルメタネフリン

分画及び「46」ノルメタネフリンと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定 

する。 

３． 本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針に基づく褐色細胞腫を疑う

医学的理由について診療録に記載すること。 

○ 推定適用患者数  約2.9万人/年

［参考］ 

○ 企業の希望保険点数

販売名 保険点数 準用保険点数 

２-MET Plasma・ELISAキット

「SML」 
454点 

D008 内分泌学的検査 

43 メタネフリン・ノルメタネフリン分画 227点 

上記の2回分 

販売名 決定区分 主な使用目的 

２-MET Plasma・ELISA 

キット「SML」 
Ｅ３（改良項目） 

血漿中の遊離メタネフリン及び遊離ノルメタネフリン

の測定（褐色細胞腫の診断の補助） 

測定項目 測定方法 保険点数 準用保険点数 

遊離メタネフリン・ 

遊離ノルメタネフリン 

分画 

ELISA法 320点 
D014 自己抗体検査 

注１ ２項目行った場合 
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要

【区 分】 Ｅ３ （改良項目）

【測定項目】 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画

【測定方法】 ELISA法

【測定目的】 血漿中の遊離メタネフリン及び遊離ノルメタネフリンの測定

(褐色細胞腫の診断の補助)

【検査性能】

・従来法と比較して、感度・特異度について同等以上の性能を有している

血中遊離
メタネフリン・
ノルメタネフリン

(外来)

褐色細胞腫が疑われる患者

検査後方針
画像診断等で
診断確定

対象患者

随時尿中
メタネフリン・

ノルメタネフリン(外来)

24時間尿中
メタネフリン・

ノルメタネフリン(入院)

【本検査導入の利点】

・蓄尿検査は酸性蓄尿のため入院が必要だが、外来のみで可能となる

スクリーニング

機能診断

本検査従来法

【臨床上の位置づけ（ガイドラインにおける褐色細胞腫診断フロー）】

（現在最も一般的な検査法）

8
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平成 31 年度 DPC 機能評価係数Ⅱの改定について（案） 

 

１．概要 

 

○  DPC 対象病院の機能評価係数Ⅱは診療実績データに基づき毎年改定して

おり、平成 31 年４月に次回改定を予定している。平成 31 年度の機能評価

係数Ⅱの設定にあたっては、平成 29 年 10 月から平成 30 年９月までの 12

ヶ月分の診療実績データを使用する。 

 

○  過去に、東日本大震災及び熊本地震で被災した病院について、機能評価

係数Ⅱの設定にあたり一定の配慮を行っている。 

 

○  平成 31 年度の機能評価係数Ⅱの設定にあたっては、平成 29 年 10 月以

降に発生した災害に被災した病院について、過去の事例を踏まえた対応を

してはどうか。 

 

２．対応方針（案） 

 

（１）対象とする病院 

○  対象は以下の通りとしてはどうか。 

災害 災害発生時期 主な被災地域 対象病院数 

大阪北部地震 平成 30 年６月 18 日 12 市 1 町 80 

西日本豪雨 平成 30 年６月下旬

～７月上旬 

11 府県（67 市 39 町 4 村） 142 

北海道胆振 

東部地震 

平成 30 年９月６日 179 市町村 94 

 

（２）具体的な対応 

○  診療実績に基づく指数（効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、救急

医療指数、地域医療指数）は、当該病院の診療実績データについて、 

・通常と同様の取扱いとした場合（平成 29 年 10 月から平成 30 年９月の

診療実績データを使用） 

・それぞれの病院が被災した災害の発生時期を含む月の診療実績データを

それ以外の月の診療実績データの平均値に置き換えて算出した場合 

を比較してより高い値に基づき算出してはどうか。 
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平成 31 年度の機能評価係数Ⅱの改定において配慮の対象となる地域

○以下の地域に所在する病院を今回の配慮の対象としてはどうか。

名称 対象市区町村

大阪北部地震

（12 市 1町）

大阪府

大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、

摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町

西日本豪雨

（67 市 39 町 4

村）

岐阜県

高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市、山県市、飛騨市、本巣市、

郡上市、下呂市、加茂郡坂祝町、加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、

加茂郡東白川村、大野郡白川村、岐阜市、美濃市、加茂郡富加町、加茂郡川辺町

京都府

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡

伊根町、与謝郡与謝野町

兵庫県

豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、赤穂郡上郡町、美方郡香美町、姫路市、西脇市、

丹波市、多可郡多可町、佐用郡佐用町、養父市、たつの市、神崎郡市川町、神崎郡

神河町

鳥取県

鳥取市、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、八頭郡八頭町、東伯郡三朝町、西伯郡南部

町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町

島根県

江津市、邑智郡川本町

岡山県

岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、

赤磐市、真庭市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、苫田郡鏡野町、英田郡西

粟倉村、加賀郡吉備中央町、小田郡矢掛町、津山市、美作市、和気郡和気町

広島県

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広

島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町

山口県

岩国市

高知県

安芸市、香南市、長岡郡本山町、宿毛市、土佐清水市、幡多郡三原村、幡多郡大月

町

愛媛県

今治市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町
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名称 対象市区町村

福岡県

飯塚市、久留米市

北海道胆振地方

地震

（179 市町村）

北海道

札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、岩

見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、

紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、

深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、石狩郡

当別町、石狩郡新篠津村、松前郡松前町、松前郡福島町、上磯郡知内町、上磯郡木

古内町、亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部

町、檜山郡江差町、檜山郡上ノ国町、檜山郡厚沢部町、爾志郡乙部町、奥尻郡奥尻

町、瀬棚郡今金町、久遠郡せたな町、島牧郡島牧村、寿都郡寿都町、寿都郡黒松内

町、磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町、虻田郡真狩村、虻田郡留寿都村、虻田郡喜茂

別町、虻田郡京極町、虻田郡倶知安町、岩内郡共和町、岩内郡岩内町、古宇郡泊村、

古宇郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡仁木町、余市郡余市町、余

市郡赤井川村、空知郡南幌町、空知郡奈井江町、空知郡上砂川町、夕張郡由仁町、

夕張郡長沼町、夕張郡栗山町、樺戸郡月形町、樺戸郡浦臼町、樺戸郡新十津川町、

雨竜郡妹背牛町、雨竜郡秩父別町、雨竜郡雨竜町、雨竜郡北竜町、雨竜郡沼田町、

上川郡鷹栖町、上川郡東神楽町、上川郡当麻町、上川郡比布町、上川郡愛別町、上

川郡上川町、上川郡東川町、上川郡美瑛町、空知郡上富良野町、空知郡中富良野町、

空知郡南富良野町、勇払郡占冠村、上川郡和寒町、上川郡剣淵町、上川郡下川町、

中川郡美深町、中川郡音威子府村、中川郡中川町、雨竜郡幌加内町、増毛郡増毛町、

留萌郡小平町、苫前郡苫前町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町、天

塩郡天塩町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡中頓別町、枝幸郡枝幸町、天

塩郡豊富町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、利尻郡利尻富士町、天塩郡幌延町、網

走郡美幌町、網走郡津別町、斜里郡斜里町、斜里郡清里町、斜里郡小清水町、常呂

郡訓子府町、常呂郡置戸町、常呂郡佐呂間町、紋別郡遠軽町、紋別郡湧別町、紋別

郡滝上町、紋別郡興部町、紋別郡西興部村、紋別郡雄武町、網走郡大空町、虻田郡

豊浦町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、虻田郡洞爺湖町、勇払郡安

平町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町、沙流郡平取町、新冠郡新冠町、浦河郡浦河

町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、河東郡音更町、河東郡士

幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室

町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、

中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝

郡浦幌町、釧路郡釧路町、厚岸郡厚岸町、厚岸郡浜中町、川上郡標茶町、川上郡弟

子屈町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町、野付郡別海町、標津郡中標津町、標津郡標

津町、目梨郡羅臼町
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診療報酬改定について 

 

 

 

１２月１７日の予算大臣折衝を踏まえ、平成３１年度の

診療報酬改定は、以下のとおりとなった。 

 

 

 

１．診療報酬改定  ＋０．４１％ 

 （2019 年 10 月実施） 

 

   各科改定率 医科 ＋０．４８％ 

         歯科 ＋０．５７％ 

         調剤 ＋０．１２％ 

 

 

２．薬価等 

（2019 年 10 月実施） 

  

➀ 薬価     ▲０．５１％ 

   ※ うち、消費税対応分 ＋０．４２％ 

実勢価改定等 ▲０．９３％ 

  

➁ 材料価格   ＋０．０３％ 

   ※ うち、消費税対応分 ＋０．０６％ 

実勢価改定  ▲０．０２％ 
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中医協公聴会の開催について（案） 
 
 
１ 目 的 

平成３１年度診療報酬改定に当たり、医療の現場や患者等国民の声
を反映させるため、中医協委員が国民の声を聴く機会を設定すること
を目的として公聴会を開催することとする。 

 
２ 会議名 
  中央社会保険医療協議会総会（公聴会） 
 
３ 開催日時 
  平成３１年１月３０日（水） １０時００分～１２時００分 
 
４ 開催場所 
  TKP ガーデンシティ PREMIUM 田町 ４階 
  （東京都港区芝浦３－１－２１） 
 
５ 出席者 
  ・中医協委員（総会委員）、保険局長、審議官 
  ・公募による意見発表希望者の中から公益委員が選定した意見発表

者（１０名程度） 
   
６ 議 事 
  ・開会 

・会長挨拶 
  ・開催趣旨等説明 

・平成３１年度診療報酬改定に係る検討状況について（資料説明） 
   ・意見発表者による意見発表 
  ・会長総括・閉会 
 
７ 意見発表者の募集及び傍聴者 
  ・厚生労働省ホームページ等により開催を告知し、意見発表者の募

集及び傍聴の案内をする。 
  ・傍聴は、当日先着順とする。（５００名程度収容可能） 
   
８ その他 
  ・会議は公開とし、報道機関等による撮影は、意見発表者による意

見発表開始前まで可とする。 
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Press Release  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

平成２９年度における保険医療機関等の 
 指導・監査等の実施状況について（概況） 

 

 

１ 指導・監査等の実施件数 
 

個別指導      ４,６１７件 （対前年度比  ９４件増） 

新規個別指導    ６,１４５件 （対前年度比  ２８件減） 

適時調査      ３,６４３件 （対前年度比 ２８０件増） 

監査            ６６件 （対前年度比   ８件減） 

 

 

２ 取消等の状況 
 

保険医療機関等            ２８件  （対前年度比  １件増）   

（内訳）指定取消      ：１３件 （対前年度比 ４件減）  

指定取消相当     ：１５件 （対前年度比 ５件増） 

 

保険医等           １８人 （対前年度比 ３人減） 

（内訳）登録取消         ：１７人 （対前年度比 ２人減） 

登録取消相当     ： １人 （対前年度比 １人減） 

 

特徴等 

・ 保険医療機関等の指定取消処分（指定取消相当を含む。）の原因（不正内容）を見ると、 

不正請求（架空請求、付増請求、振替請求、二重請求）がそのほとんどを占めている。 

    

・ 指定取消処分（指定取消相当を含む。）に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者等、 

医療費通知に基づく被保険者等からの通報が２１件と取消（指定取消相当を含む。）件数の 

多数を占めている。 

 

 

３ 返還金額 

 

保険医療機関等から返還を求めた額は、約７２億０千万円（対前年度比約１７億０千万円減） 

（内訳）   

・ 指導による返還分   ：約３１億３千万円（対前年度比 約 ９億６千万円減） 

・ 適時調査による返還分 ：約３６億８千万円（対前年度比 約 ６億８千万円減） 

・ 監査による返還分   ：約 ４億０千万円（対前年度比 約   ５千万円減） 

 

 

＜保険診療における指導・監査 HP＞  
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html 

平成３０年１２月１８日 

保険局医療課医療指導監査室 

(担当・内線) 室長補佐 植 松(３２８６) 

室長補佐 早 坂(３２８６） 

( 代 表 電 話 )  ０３(５２５３)１１１１ 

( 直 通 電 話 ） ０３(３５９５)２５７８ 
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